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1 
 第
１
 
外
部
監
査
の
概
要
 

1．
外
部
監
査
の
種
類
 

 
 
地
方
自
治
法
第
252
条
の
37
第
1
項
に
基
づ
く
包
括
外
部
監
査
  

 2．
選
定
し
た
特
定
の
事
件
（
テ
ー
マ
）
 

 
 
「
県
税
の
賦
課
及
び
徴
収
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
」
 

 3．
外
部
監
査
対
象
期
間
 

 
 
 
原
則
と
し
て
平
成
20
年
度
（
平
成
20
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
21
年
3
月
31
日
ま
で
）
と
し
た
。
た
だ
し
、

必
要
に
応
じ
て
他
の
年
度
に
つ
い
て
も
監
査
対
象
と
し
た
。
 

 4．
特
定
の
事
件
の
選
定
理
由
 

 
地
方
財
政
に
と
っ
て
、
歳
出
に
見
合
う
歳
入
の
確
保
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
  

 
 
 
国
の
三
位
一
体
改
革
が
実
行
に
移
さ
れ
、
国
庫
支
出
金
の
削
減
、
地
方
交
付
税
改
革
及
び
税
源
移
譲
を
含
む

国
と
地
方
の
税
源
配
分
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
昨
今
の
経
済
情
勢
の
悪
化
は
、
納
税
額
の
減
少
や
収

入
率
の
低
下
を
招
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
 

 
 
 
青
森
県
の
平
成
20
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
決
算
額
は
7,093

億
円
で
あ
る
が
、県
税
や
諸
収
入
等
自
ら
の
権

限
に
よ
っ
て
収
入
で
き
る
自
主
財
源
の
占
め
る
割
合
は
36.9％

と
低
い
。
そ
の
う
ち
県
税
収
入
は
平
成
20
年

度
収
入
済
額
1,385

億
円
で
、
一
般
収
入
に
占
め
る
割
合
が
19.5％

と
小
さ
い
も
の
で
あ
る
が
、
自
主
財
源
と

し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
こ
の
よ
う
に
自
主
財
源
が
少
な
い
中
、
平
成
20
年
度
の
収
入
未
済
額
は
32
億
円
に
達
し
、
こ
こ
数
年
増
加

す
る
傾
向
に
あ
る
。
財
政
状
況
の
厳
し
い
青
森
県
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
地
方
財
源
の
拡
充
と
自
主

財
源
の
確
保
が
急
務
と
な
っ
て
く
る
。
 

 
 
 
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
上
で
、
地
方
税
行
政
が
適
法
・
適
切
か
つ
効
率
的
に
執
行
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か

を
検
証
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
本
テ
ー
マ
を
特
定
の
事
件
と
し
て
選
定
し
た
。
 

  
5 5．
外
部
監
査
の
方
法
 

 
 
（
1）
監
査
の
視
点
 

 
 
 
 
①
 
税
の
賦
課
及
び
徴
収
事
務
が
、
法
令
や
条
例
等
に
準
拠
し
、
適
正
か
つ
網
羅
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か

（
適
法
性
・
公
平
性
）
 

②
 
税
の
賦
課
及
び
徴
収
事
務
が
、
地
方
自
治
法
第
2
条
第
14
項
（
住
民
の
福
祉
の
増
進
と
最
小
経
費

に
よ
る
最
大
効
果
の
実
現
）及
び
第
15
項
(組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
)の
趣
旨
に
則
り
行
わ
れ
て
い

る
か
(経
済
性
・
効
率
性
）
 

③
 
税
の
賦
課
及
び
徴
収
事
務
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
検
証
（
妥
当
性
）
 

  
 
（
2）
主
な
監
査
手
続
き
 

 
 
 
 
①
 
関
係
法
令
等
の
根
拠
規
定
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
決
算
資
料
や
簿
冊
等
を
閲
覧
し
制
度
の
趣
旨
及
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び
事
務
の
手
続
き
の
流
れ
等
を
確
認
し
た
。
 

 
 
 
 
 
・
 調
定
額
の
算
定
、
課
税
客
体
及
び
納
税
義
務
者
の
捕
捉
、
税
の
減
免
等
の
賦
課
事
務
は
適
正
に
行
わ

れ
て
い
る
か
。
 

 
 
 
 
 
・
 税
の
収
納
及
び
滞
納
整
理
等
の
徴
収
事
務
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

 
 
 
 
 
②
 
全
て
の
地
域
県
民
局
県
税
部
及
び
税
務
課
他
関
係
部
署
に
往
査
し
、
賦
課
徴
収
体
制
が
適
切
に
整

備
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
効
率
的
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
。
 

 
 
 
 
 
 
 
③
 
賦
課
徴
収
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
問
題
が
な
い
か
確
認
し
た
。
 

 
 
④
 
そ
の
他
監
査
の
実
施
過
程
で
必
要
と
認
め
ら
れ
た
監
査
手
続
き
。
 

  
 
（
3）
施
設
等
の
略
称
等
 

機
関
等
の
名
称
 

略
 
称
 
 

 
青
森
県
総
務
部
税
務
課
 

税
務

課
 

青
森
県
総
務
部
市
町
村
振
興
課
 

市
町
村
振
興
課
 

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
 

 
 
情
報
シ
ス
テ
ム
課
 

東
青
地
域
県
民
局
県
税
部
 

東
青
県
税
部
 

中
南
地
域
県
民
局
県
税
部
 

中
南
県
税
部
 

三
八
地
域
県
民
局
県
税
部
 

三
八
県
税
部
 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
 

西
北
県
税
部
 

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部
 

上
北
県
税
部
 

下
北
地
域
県
民
局
県
税
部
 

下
北
県
税
部
 

地
域

県
民

局
県

税
部
 

県
税

部
 

 
 
 （
4）
外
部
監
査
従
事
者
の
資
格
及
び
氏
名
 

区
 分
 

氏
  名
 

資
格
等
 

包
括
外
部
監
査
人
 

大
 
坂
 
健
 
蔵
 

税
 
理
 
士
 

補
 
 
助
 
 
者
 

兼
 
平
 
 
義
 
弘
 

税
 
理
 
士
 

補
 
 
助
 
 
者
 

柳
 
谷
 
順
 
三
 

公
認
会
計
士
 

補
 
 
助
 
 
者
      

西
 
村
 
晴
 
夫
 

税
 
理
 
士
 

補
 
 
助
 
 
者
      

今
 
 
 
良
 
暢
 

税
 
理
 
士
 

補
 
 
助
 
 
者
 

長
谷
川
 
有
 
実
 

税
 
理
 
士
 

補
 
 
助
 
 
者
 

西
 
谷
 
俊
 
広
 

公
認
会
計
士
 

補
 
 
助
 
 
者
 

吉
 
田
 
柳
一
郎
 

公
認
会
計
士
 

補
 
 
助
 
 
者
 

三
 
上
 
武
 
三
 

税
 
理
 
士
 

補
 
 
助
 
 
者
 

宮
 
野
 
安
 
弘
 

そ
 
の
 
他
 

補
 
 
助
 
 
者
 

佐
 
藤
 
孝
 
児
 

そ
 
の
 
他
 

補
 
 
助
 
 
者
 

櫻
 
田
 
政
 
信
 

そ
 
の
 
他
 

3 
  
 
 

（
5）
外
部
監
査
の
日
程
（
現
地
調
査
）
 

 
 
 
 
実
施
の
時
期
等
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

監
査
時
期
（
平
成
21
年
度
）
 

監
査
対
象
 

監
査
従
事
者
 

9
月
 2
日
 

税
務
課
 

大
坂
ほ
か
10
名
 

9
月
 7
日
～
 9
月
  8
日
 

東
青
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
10
名
 

9
月
15
日
～
 9
月
16
日
 

三
八
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
9
名
 

9
月
29
日
 

下
北
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
7
名
 

10
月
 5
日
 

西
北
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
6
名
 

10
月
 7
日
～
10
月
 
8
日
 

中
南
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
10
名
 

10
月
14
日
～
10
月
15
日
 

東
青
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
10
名
 

10
月
21
日
～
10
月
22
日
 

上
北
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
8
名
 

11
月
 
4
日
 

税
務
課
 

大
坂
ほ
か
7
名
 

11
月
  5
日
 

市
町
村
振
興
課
 

大
坂
ほ
か
3
名
 

11
月
10
日
 

三
八
県
税
部
 

大
坂
ほ
か
6
名
 

11
月
13
日
 

情
報
シ
ス
テ
ム
課
 

大
坂
ほ
か
4
名
 

11
月
13
日
 

税
務
課
 

大
坂
ほ
か
4
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
6）
包
括
外
部
監
査
の
執
務
日
数
等
 

 
 
 
 
平
成
21
年
7
月
22
日
か
ら
平
成
22
年
2
月
27
日
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
間
の
執
務
日
数
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
 

 
（
単
位
：
日
）
 

 
①
監
査
対
象
機
関
等
へ
の
往
査
等
 
②
事
務
所
執
務
 

計
（
①
＋
②
）
 

包
括
外
部
監
査
人
 

 
２
０
 

４
１
 

 
６
１
 

補
 
 
助
 
 
者
 

１
２
６
 

５
５
 

１
８
１
 

合
 
計
 

１
４
６
 

９
６
 

２
４
２
 

（
注
１
）
平
成
21
年
7
月
22
日
か
ら
平
成
22
年
2
月
27
日
ま
で
の
集
計
で
あ
り
、
平
成
22
年
2
月

27
日
以
後
実
施
さ
れ
た
監
査
結
果
の
報
告
等
に
係
る
執
務
日
数
は
含
ん
で
い
な
い
。
 

（
注
２
）
②
の
事
務
所
執
務
は
、
包
括
外
部
監
査
人
の
事
務
所
に
お
け
る
執
務
に
加
え
て
、
補
助
者
が
自

ら
の
事
務
所
で
執
務
し
た
時
間
を
含
む
。
 

（
注
３
）
1
日
の
執
務
時
間
を
6
時
間
と
し
て
日
数
計
算
を
し
て
い
る
。
 

  
 
６６
．
利
害
関
係
 

 
 
 
 
包
括
外
部
監
査
の
対
象
と
し
た
事
件
に
つ
き
、地
方
自
治
法
第
252
条
の
29
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き

利
害
関
係
は
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� � 青 森 県 報������	�
� �� 号外第42号�

4 
 第
２
 
県
税
の
概
要
 

１
．
青
森
県
の
歳
入
の
状
況
 

（
１
）
平
成
20
年
度
青
森
県
一
般
会
計
歳
入
決
算
額
構
成
比
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
（「
平
成
20
年
度
青
森
県
税
務
統
計
」
よ
り
）
  

 
 
県
の
平
成
20
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
決
算
額
は
7,093

億
円
で
あ
る
。
 

 
 
普
通
会
計
（
平
成
19
年
度
）
に
よ
る
歳
入
の
規
模
は
全
国
の
都
道
府
県
中
24
番
目
で
あ
り
、
東
北
地
方
の

他
県
と
の
比
較
で
は
、
宮
城
県
（
7,799

億
円
）
や
福
島
県
（
8,269

億
円
）
よ
り
も
小
さ
く
、
秋
田
県
（
6,137

億
円
）、
岩
手
県
（
6,818

億
円
）、
山
形
県
（
5,662

億
円
）
よ
り
も
大
き
い
。
 

 
 
歳
入
は
、
財
政
運
営
の
自
主
性
と
い
う
観
点
か
ら
分
類
す
る
と
、
県
税
や
諸
収
入
等
県
自
ら
の
権
限
に
よ
っ

て
収
入
で
き
る
自
主
財
源
と
、
地
方
交
付
税
や
国
庫
支
出
金
、
県
債
等
国
に
よ
っ
て
交
付
あ
る
い
は
割
り
当
て

ら
れ
る
依
存
財
源
が
占
め
て
い
る
。
 

 
 
平
成
20
年
度
決
算
で
は
、
歳
入
の
63％
を
依
存
財
源
が
占
め
、
自
主
財
源
の
割
合
は
37％
と
低
く
、
歳
入

構
造
の
自
主
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
ま
だ
ま
だ
課
題
が
多
い
。
 

(｢
｣よ
り
)
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（
２
）
行
財
政
改
革
効
果
額
の
見
込
み
等
 

 
 
 
県
は
平
成
21
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
を
行
財
政
改
革
大
綱
の
集
中
取
組
期
間
と
位
置
づ
け
、
収

支
均
衡
の
実
現
に
向
け
歳
出
改
革
の
推
進
と
財
源
確
保
等
に
取
り
組
み
、
平
成
23
年
度
末
に
お
い
て
基
金

残
高
50
億
円
程
度
の
確
保
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。
 

 

H21
H22

H23
H24

H25

△
 242

△
 253

△
 241

△
 238

△
 257

△
120程

度
△
80程

度
△
20程

度

150程
度

70程
度

50程
度

（
概
ね
収
支
均
衡
）

行
財
政
改
革
効
果
反
映
後
の

財
源

不
足

額
△
220程

度-
基
   金

   残
   高

（
単
位
 ：
 億
円
）

集
中

取
組

期
間

（
参
考
）

行
財

政
改

革
効

果

区
　
  　

　
分

計
（
H21～

H23)

行
財
政
改
革
効
果
反
映
前
の

財
源

不
足

額
△
 736

510程
度

3年
間
で
合
わ
せ
て
510程

度

 
（
平
成
20
年
12
月
「
青
森
県
行
財
政
改
革
大
綱
」
よ
り
）
 

 財
源
確
保
の
取
り
組
み
で
、
県
税
収
入
の
確
保
策
と
し
て
次
の
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。
 

 

１
．
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
て
い
る
法
定
外
税
等
（
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
等
）
に
つ
い
て
更
新
・
延
長
を

検
討
す
る
な
ど
、
課
税
自
主
権
の
活
用
を
図
る
。
 

 

 
 
 ２
．
税
負
担
の
公
平
と
財
源
確
保
を
図
る
た
め
県
税
の
徴
収
対
策
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。
  

  
 

  
        

 



� � 青 森 県 報������	�
� �� 号外第42号�

8 
 ３
．
県
税
の
種
類
 

  

個
人
県
民
税

法
人
県
民
税

利
子
割
・配
当
割
・株
式
等
譲
渡
所
得
割

個
人
事
業
税

法
人
事
業
税

地
方
消
費
税

不
動
産
取
得
税

県
た
ば
こ
税

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

自
動
車
税

鉱
区
税

固
定
資
産
税

核
燃
料
物
質
等
取
扱
税

（法
定
外
普
通
税
）

自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税

狩
猟
税

産
業
廃
棄
物
税

（法
定
外
目
的
税
）

普通税目的税

県税

県
民
税

事
業
税

9 
 ４
．
組
織
及
び
分
掌
事
務
 

（
１
）
税
務
組
織
 

県
　
税
　
部

県
　
税
　
部

県
　
税
　
部

総
　
務
　
部

地
域
県
民
局

税
　
務
　
課

東
青
地
域
県
民
局

県
　
税
　
部

知
　
　
　
事

副
　
知
　
事

中
南
地
域
県
民
局

三
八
地
域
県
民
局

西
北
地
域
県
民
局

上
北
地
域
県
民
局

下
北
地
域
県
民
局

県
　
税
　
部

県
　
税
　
部

 

 （
２
）
税
務
課
と
地
域
県
民
局
県
税
部
の
組
織
図
（
平
成
21
年
度
）
 

①
 
税
務
課
 

 
 
 
 
 課
 
 
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総
務
・
企
画
グ
ル
－
プ
 

 
 
 
 
 
 
 
（
副
参
事
）
 
 
 
 
指
導
グ
ル
－
プ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
課
長
代
理
 
 
 
 
税
務
電
算
グ
ル
－
プ
 

 
 
 ②
 
地
域
県
民
局
県
税
部
 

 
 
 
 ア
 
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部
 

 （
参
 
 
事
）
 

 
部
 
 
長
 
 
 
 
 
 
次
 
 
長
 
 
 
 
 
 
管
理
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
第
一
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
第
二
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
第
三
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
納
税
課
 

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
�
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イ
 
中
南
地
域
県
民
局
県
税
部
 

 

 
部
 
 
長
 
 
 
 
 
 
次
 
 
長
 
 
 
 
 
 
管
理
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
第
一
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
第
二
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
納
税
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ
 
三
八
地
域
県
民
局
県
税
部
 

  
 
 
 
（
参
 
 
事
）
 

 
部
 
 
長
 
 
 
 
 
 
次
 
 
長
 
 
 
 
 
 
管
理
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
第
一
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
第
二
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
納
税
課
 

 

エ
 
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
 

 

 
部
 
 
長
 
 
 
 
 
 
次
 
 
長
 
 
 
 
 
 
納
税
管
理
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ
 
上
北
地
域
県
民
局
県
税
部
 

 

 
部
 
 
長
 
 
 
 
 
 
次
 
 
長
 
 
 
 
 
 
納
税
管
理
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ
 
下
北
地
域
県
民
局
県
税
部
 

 

 
部
 
 
長
 
 
 
 
 
 
次
 
 
長
 
 
 
 
 
 
納
税
管
理
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課
税
課
 

  

③
 
職
員
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

  

区
 
分
 
税
務
課
 
東
 
青
 
中
 
南
 
三
 
八
 
西
 
北
 
上
 
北
 
下
 
北
 

計
 

員
 
数
 

21
人
 

53
人
 

27
人
 

32
人
 

22
人
 

24
人
 

14
人
 
193
人
 

（
平
成
21
年
4
月
1
日
現
在
）

11 
 （
３
）
地
域
県
民
局
県
税
部
及
び
税
務
課
の
分
掌
事
務
 

（
　
）
内
は
職
員
数

東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

管
理
課
(
1
1
)

納
税
広
報
、
納
税
相
談
、
県
税
の
収
納
、
納
税
証
明
等

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
部
長
(
1
)

　
　
　
次
長
(
1
)

課
税
第
一
課
(
1
2
)
法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
（
２
以
上
の
都
道
府
県
に

事
務
所
・
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
係
る
法
人
県
民

税
・
法
人
事
業
税
を
含
む
。
）
、
個
人
事
業
税
（
２
以

上
の
都
道
府
県
に
事
務
所
・
事
業
所
を
有
す
る
個
人
に

係
る
も
の
を
含
む
。
）
、
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
こ

と
。

課
税
第
二
課
(
8
)

不
動
産
取
得
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
狩
猟
税
、
県
民

税
利
子
割
・
配
当
割
・
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
関
す
る

こ
と
。

課
税
第
三
課
(
7
)

た
ば
こ
税
、
鉱
区
税
、
固
定
資
産
税
、
自
動
車
税
・
自

動
車
取
得
税
に
関
す
る
こ
と
。

納
税
課
(
1
3
)

納
付
、
督
促
、
滞
納
処
分
、
納
税
貯
蓄
組
合
等
に
関
す

る
こ
と
。

中
南
地
域
県
民
局
県
税
部

管
理
課
(
4
)

納
税
広
報
、
納
税
相
談
、
県
税
の
収
納
、
納
税
証
明
等

に
関
す
る
こ
と
。

課
税
第
一
課
(
6
)

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
、
個
人
事
業
税
、
軽
油
引

取
税
に
関
す
る
こ
と
。

課
税
第
二
課
(
6
)

不
動
産
取
得
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
狩
猟
税
、
県
民

税
利
子
割
に
関
す
る
こ
と
。

納
税
課
(
9
)

納
付
、
督
促
、
滞
納
処
分
、
納
税
貯
蓄
組
合
等
に
関
す

る
こ
と
。

三
八
地
域
県
民
局
県
税
部

管
理
課
(
5
)

納
税
広
報
、
納
税
相
談
、
県
税
の
収
納
、
納
税
証
明
等

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
部
長
(
1
)

　
　
　
次
長
(
1
)

課
税
第
一
課
(
7
)

 
法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
、
個
人
事
業
税
、
軽
油

引
取
税
に
関
す
る
こ
と
。

課
税
第
二
課
(
8
)

不
動
産
取
得
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
狩
猟
税
、
県
民

税
利
子
割
に
関
す
る
こ
と
。

納
税
課
(
1
0
)

納
付
、
督
促
、
滞
納
処
分
、
納
税
貯
蓄
組
合
等
に
関
す

る
こ
と
。

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

　
　
　
部
長
(
1
)

　
　
　
次
長
(
1
)

納
税
管
理
課
(
1
0
)
納
税
広
報
、
納
税
相
談
、
県
税
の
収
納
、
納
税
証
明
等

に
関
す
る
こ
と
。

納
付
、
督
促
、
滞
納
処
分
、
納
税
貯
蓄
組
合
等
に
関
す

る
こ
と
。

課
税
課
(
1
0
)

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
、
個
人
事
業
税
、
軽
油
引

取
税
、
不
動
産
取
得
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
狩
猟

税
、
県
民
税
利
子
割
に
関
す
る
こ
と
。

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

　
　
　
部
長
(
1
)

　
　
　
次
長
(
1
)

納
税
管
理
課
(
1
2
)
納
税
広
報
、
納
税
相
談
、
県
税
の
収
納
、
納
税
証
明
等

に
関
す
る
こ
と
。

納
付
、
督
促
、
滞
納
処
分
、
納
税
貯
蓄
組
合
等
に
関
す

る
こ
と
。

課
税
課
(
1
0
)

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
、
個
人
事
業
税
、
軽
油
引

取
税
、
不
動
産
取
得
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
狩
猟

税
、
県
民
税
利
子
割
に
関
す
る
こ
と
。

下
北
地
域
県
民
局
県
税
部

　
　
　
部
長
(
1
)

　
　
　
次
長
(
1
)

納
税
管
理
課
(
7
)

納
税
広
報
、
納
税
相
談
、
県
税
の
収
納
、
納
税
証
明
等

に
関
す
る
こ
と
。

納
付
、
督
促
、
滞
納
処
分
、
納
税
貯
蓄
組
合
等
に
関
す

る
こ
と
。

課
税
課
(
5
)

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
、
個
人
事
業
税
、
軽
油
引

取
税
、
不
動
産
取
得
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
狩
猟

税
、
県
民
税
利
子
割
に
関
す
る
こ
と
。

税
務
課

総
務
・
企
画

グ
ル
ー
プ
(
7
)

県
税
条
例
な
ど
県
税
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

不
服
申
し
立
て
な
ど
県
税
の
争
訟
に
関
す
る
こ
と
。

県
税
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
課
長
(
1
)

　
　
　
課
長
代
理
(
1
)

指
導
グ
ル
ー
プ
(
6
)
県
税
の
歳
入
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

県
税
の
課
税
免
除
、
不
均
一
課
税
、
減
免
に
関
す
る
こ

と
。

納
税
貯
蓄
組
合
の
育
成
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

税
務
電
算

グ
ル
ー
プ
(
6
)

税
務
電
算
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

　
　
　
部
長
(
1
)

　
　
　
次
長
(
1
)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
21
年
4
月
1
日
現
在
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 （
４
）
税
務
行
政
の
所
管
区
域
 

区
分

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

面
　
　
積

人
　
　
口

世
　
帯
　
数

人
世
帯

1,477.34
334,530

144,196

中
南

弘
前
市
、
黒
石
市
、
平
川
市
、
中
津
軽
郡
、
南
津
軽
郡

1,555.92
295,271

113,046

三
八

八
戸
市
、
三
戸
郡

1,274.57
321,695

130,112

西
北

五
所
川
原
市
、
つ
が
る
市
、
西
津
軽
郡
、
北
津
軽
郡

1,794.79
166,478

62,643

上
北

十
和
田
市
、
三
沢
市
、
上
北
郡

2,089.62
214,218

84,736

下
北

む
つ
市
、
下
北
郡

1,414.87
83,396

36,055

計
十
市
、
八
郡

9,607.11
1,415,588

570,788
面
積
は
「
平
成
20年

全
国
都
道
府
県
市
区
町
村
別
面
積
調
」
（
国
土
地
理
院
）
に
よ
る
。

人
口
、
世
帯
数
は
平
成
21年

７
月
末
日
現
在
住
民
基
本
台
帳
に
よ
る
。

東
青

青
森
市
、
東
津
軽
郡

東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

中
南
地
域
県
民
局
県
税
部

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

◎

◎

◎

◎

◎

◎

三
八
地
域
県
民
局
県
税
部

下
北
地
域
県
民
局
県
税
部

 

（「
平
成
20
年
度
青
森
県
税
務
統
計
」
よ
り
）
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 （
５
）
平
成
20
年
度
県
税
部
別
県
税
決
算
額
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
（「
平
成
20
年
度
青
森
県
税
務
統
計
」
よ
り
）
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 ５
．
収
入
済
額
及
び
徴
収
率
 

（
１
）
県
税
収
入
済
額
の
推
移
 

 
 

 
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

科
目
 

Ｈ
16
年
度
 
Ｈ
17
年
度
 
Ｈ
18
年
度
 
Ｈ
19
年
度
 
Ｈ
20
年
度
 

個
人
県
民
税
（
均
等
割
・
所
得
割
）
 

 
16,034 

16,080 
17,226 

31,194 
32,602 

個
人
県
民
税
（
配
当
割
）
 

116 
212 

330 
441 

170 

個
人
県
民
税
（
株
式
等
譲
渡
所
得
割
）
 

108 
264 

218 
185 

47 

法
人
県
民
税
 

4,492 
4,807 

5,143 
5,897 

5,174 

県
民
税
利
子
割
 

1,842 
948 

726 
939 

993 

計
 

22,593
22,312

23,645 
38,657 

38,986

個
人
事
業
税
 

1,000 
936 

872 
873 

878 

法
人
事
業
税
 

17,660 
21,433 

31,151 
30,514 

28,745 

計
 

18,661
22,369

32,023 
31,388 

29,623

地
方
消
費
税
 

11,947 
12,092 

15,555 
13,541 

13,632 

不
動
産
取
得
税
 

4,456 
3,284 

3,447 
3,347 

3,723 

県
た
ば
こ
税
 

3,404 
3,303 

3,354 
3,296 

3,112 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
 

239 
212 

205 
196 

191 

自
動
車
税
 

19,873 
19,936 

19,376 
18,992 

18,412 

鉱
区
税
 

5 
4 

4 
3 

4 

固
定
資
産
税
 

0 
1,376 

2,317 
1,847 

1,823 

核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
 

13,130 
14,495 

14,858 
9,022 

11,282 

自
動
車
取
得
税
 

4,001 
3,944 

4,020 
3,769 

3,303 

軽
油
引
取
税
 

18,828 
18,352 

16,883 
16,549 

14,265 

狩
猟
税
 

32 
30 

29 
27 

26 

産
業
廃
棄
物
税
 

61 
64 

89 
80 

183 

特
別
地
方
消
費
税
 

0.3 
0.3 

0.1 
0.4 

0.0 

県
税
合
計
 

117,236
121,781

135,813 
140,722 

138,565

 
 

 
 

 
 

※
現
年
度
と
滞
納
繰
越
分
を
含
む
。
 

 
 

（「
平
成
20
年
度
青
森
県
税
務
統
計
」
よ
り
）
 

 平
成
18
年
度
は
、
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
個
人
県
民
税
の
増
加
、
企
業
業
績
の
回
復
に
伴
う
法

人
事
業
税
の
伸
び
等
に
よ
っ
て
、
県
税
収
入
は
1,300

億
円
の
大
台
に
乗
っ
た
。
平
成
19
年
度
は
税
源
移
譲
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
個
人
県
民
税
は
前
年
度
比
で
80％
を
超
え
る
伸
び
を
示
し
た
。
 

平
成
20
年
度
の
特
徴
と
し
て
、
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
の
平
年
度
化
等
に
よ
り
、
個
人
県
民

税
（
均
等
割
・
所
得
割
）
が
4.5%の

増
（
＋
14
億
円
）、
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
が
25.0％

の
増
（
＋
22.6

億
円
）

と
な
っ
た
も
の
の
、
軽
油
引
取
税
が
13.8％

の
減
（
△
22.8

億
円
）、
法
人
事
業
税
が
5.8％

の
減
（
△
17.7

億

15 
 円
）
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
県
全
体
で
は
1.5％

の
減
（
△
21.6

億
円
）
と
な
っ
た
。
 

 （
２
）
県
税
の
徴
収
率
 

 
 

 
 

（
単
位
：
％
）
 

科
目
 

Ｈ
16
年
度
 
Ｈ
17
年
度
 
Ｈ
18
年
度
 
Ｈ
19
年
度
 
Ｈ
20
年
度
 

個
人
県
民
税
（
均
等
割
・
所
得
割
）
 

91.6 
91.5 

92.0 
94.0 

93.2 

個
人
県
民
税
（
配
当
割
）
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

個
人
県
民
税
（
株
式
等
譲
渡
所
得
割
）
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

法
人
県
民
税
 

98.8 
99.1 

99.1 
99.2 

99.1 

県
民
税
利
子
割
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

個
人
事
業
税
 

93.6 
92.9 

93.5 
94.5 

94.0 

法
人
事
業
税
 

98.6 
99.2 

99.5 
99.4 

99.4 

地
方
消
費
税
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

不
動
産
取
得
税
 

95.2 
93.9 

94.1 
92.4 

93.3 

県
た
ば
こ
税
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

自
動
車
税
 

96.9 
97.2 

97.5 
97.8 

97.8 

鉱
区
税
 

98.5 
97.7 

100.0 
100.0 

100.0 

固
定
資
産
税
 

- 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

自
動
車
取
得
税
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

軽
油
引
取
税
 

99.9 
99.8 

99.6 
99.6 

99.3 

狩
猟
税
 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 

産
業
廃
棄
物
税
 

100.0 
99.7 

100.0 
100.0 

100.0 

特
別
地
方
消
費
税
 

2.9 
4.2 

2.4 
7.1 

0.0 

県
税
合
計
 

97.7 
97.9 

98.2 
97.9 

97.6 

（「
平
成
20
年
度
青
森
県
税
務
統
計
」
よ
り
）
 

 
・
徴
収
率
は
現
年
度
と
滞
納
繰
越
分
の
合
計
。
特
別
地
方
消
費
税
は
滞
納
繰
越
分
の
み
。
 

・
平
成
20
年
度
の
個
人
県
民
税
（
均
等
割
・
所
得
割
）
は
、
前
年
比
0.8％

と
僅
か
な
減
少
で
あ
る
が
、
調
定
額

が
大
き
い
の
で
収
入
未
済
額
の
増
加
が
大
き
い
も
の
と
な
る
。
 

・
平
成
20
年
度
の
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
は
、
大
口
の
収
入
未
済
額
が
あ
る
た
め
徴
収
率
が
低
い
。
 

・
平
成
20
年
度
の
徴
収
率
は
県
税
全
体
で
は
0.3％

の
減
と
な
っ
た
。
 

・
平
成
20
年
度
の
当
県
の
徴
収
率
は
全
国
都
道
府
県
の
平
均
96.9％

に
比
べ
る
と
0.7％

高
く
、
全
国
順
位
で
 
 
 
 

11
位
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
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 第
３
 
外
部
監
査
の
結
果
及
び
意
見
の
要
約
 

1．
賦
課
及
び
徴
収
事
務
  

(１
) 個

人
県
民
税
 

①
 
税
源
移
譲
に
よ
る
収
入
額
の
増
加
と
滞
納
額
の
拡
大
 

平
成
19
年
度
か
ら
税
源
移
譲
が
実
施
さ
れ
、
県
の
財
政
に
占
め
る
個
人
県
民
税
の
重
要
性
が
高
ま
っ

た
。
 

収
入
金
額
は
平
成
20
年
度
に
は
平
成
18
年
度
の
ほ
ぼ
2
倍
の
326
億
円
に
も
増
大
し
た
が
、
収
入
未

済
額
も
そ
れ
に
伴
い
増
加
し
、
平
成
20
年
度
で
は
平
成
18
年
度
の
額
か
ら
9
億
円
増
の
22
億
円
に
も

達
し
て
い
る
。
 

し
か
し
、
県
に
は
個
人
住
民
税
（
市
町
村
民
税
及
び
県
民
税
）
の
賦
課
徴
収
権
が
原
則
と
し
て
無
い
た

め
、
県
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
 

 イ
．
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
制
度
が
根
源
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
、
県
、
 

 
 
市
町
村
は
三
税
協
議
を
行
い
、
情
報
の
共
有
、
申
告
促
進
な
ど
に
つ
い
て
共
通
の
取
り
組
み
を
し
て
 

 
 
い
る
。
 

 
 
税
の
賦
課
徴
収
事
務
の
遂
行
は
、
市
町
村
間
に
納
税
義
務
者
の
捕
捉
や
税
の
徴
収
等
に
格
差
が
生
 

 
 
じ
、
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
課
税
の
公
平
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
 

 ロ
．
個
人
県
民
税
は
県
税
の
主
要
な
税
目
で
あ
る
。
 

 
 
こ
の
滞
納
額
及
び
こ
れ
に
係
る
延
滞
金
は
県
の
債
権
で
あ
る
が
、
賦
課
徴
収
を
市
町
村
が
行
っ
て
 

 
 
い
る
た
め
市
町
村
か
ら
連
絡
が
あ
っ
て
初
め
て
把
握
出
来
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
こ
の
な
か
で
、
延
滞
金
は
事
後
調
定
の
た
め
徴
収
し
た
も
の
の
み
が
報
告
さ
れ
る
が
、
滞
納
と
な
 

 
 
っ
て
い
る
も
の
は
全
く
報
告
さ
れ
ず
、
県
で
は
把
握
の
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
個
人
住
民
税
の
滞
納
額
は
、
今
後
さ
ら
に
増
加
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
、
県
や
市
町
村
の
財
政
基
 

 
 
盤
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

 
 
こ
の
た
め
、
県
と
市
町
村
は
、
収
入
確
保
の
た
め
、
全
力
を
挙
げ
て
滞
納
整
理
に
取
り
組
ま
ざ
る
 

 
 
を
得
な
い
。
 

 以
上
の
問
題
打
開
に
向
け
、
ま
た
収
入
額
の
増
収
及
び
滞
納
圧
縮
の
た
め
に
も
、
県
は
こ
れ
ま
で
以
上

に
市
町
村
と
連
絡
協
調
を
密
に
し
て
、
住
民
税
の
賦
課
徴
収
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

 ②
 
滞
納
額
の
圧
縮
の
た
め
の
特
別
対
策
 

 
平
成
20
年
度
の
県
税
収
入
未
済
額
縮
減
に
向
け
、
次
の
よ
う
な
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。
 

 
・
徴
収
支
援
チ
ー
ム
の
設
置
 

 
・
県
職
員
派
遣
、
研
修
生
受
入
 

 
・
町
村
職
員
、
議
員
へ
の
出
前
講
義
 

 
・
地
域
県
民
局
長
に
よ
る
収
入
確
保
要
請
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・
納
税
証
明
書
添
付
事
業
の
拡
大
 
な
ど
 

 ま
た
、
市
町
村
振
興
課
は
市
町
村
に
対
し
て
、
次
の
収
入
確
保
対
策
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
 
イ
．
市
町
村
税
徴
収
事
務
ヒ
ア
リ
ン
グ
 

 
 
ロ
．
市
町
村
職
員
へ
の
研
修
の
充
実
強
化
 

 
 
ハ
．
青
森
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
（
一
部
事
務
組
合
）
へ
の
職
員
派
遣
 

 
県
と
市
町
村
は
対
等
の
関
係
で
あ
り
、
市
町
村
に
対
す
る
助
言
等
に
強
制
力
は
な
い
が
、
滞
納
対
策
は

県
と
市
町
村
共
通
の
課
題
で
あ
る
た
め
、
諸
対
策
を
実
効
な
ら
し
め
る
よ
う
、
県
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

執
り
、
県
全
体
の
徴
収
率
向
上
を
目
指
し
て
尽
力
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
 

 ③
 
指
摘
事
項
 

 
 
イ
．
市
町
村
か
ら
引
継
し
た
徴
収
引
継
整
理
票
の
処
理
欄
に
顛
末
の
記
載
が
全
く
な
い
も
の
が
あ
 
 

 
 
 
 
っ
た
。
 

 
 
ロ
．
不
納
欠
損
処
理
は
、
各
県
税
部
が
市
町
村
か
ら
の
決
算
処
理
に
係
る
公
文
書
に
基
づ
い
 
 
 

 
 
 
 
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
FAX
上
の
数
値
に
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 (２
) 個

人
事
業
税
 

①
 
人
力
に
依
存
す
る
個
人
事
業
税
の
事
務
に
つ
い
て
 

現
在
、
国
税
の
確
定
申
告
書
の
デ
ー
タ
は
電
子
デ
ー
タ
で
受
け
取
っ
て
お
り
、
税
務
署
で
閲
覧
・
転
記

す
る
作
業
は
当
該
電
子
デ
ー
タ
か
ら
抽
出
し
た
課
税
対
象
者
の
み
に
つ
い
て
行
え
ば
い
い
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
税
額
計
算
に
つ
い
て
は
課
税
所
得
ま
で
入
力
す
れ
ば
自
動
的
に
算
定
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て

い
る
。
 

し
か
し
、
県
で
は
納
税
者
か
ら
の
質
問
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
一
人
別
処
理
票
で
対
応
し
て
い
る
た
め
、

こ
れ
で
す
べ
て
の
事
項
が
確
認
で
き
る
よ
う
閲
覧
・
転
記
事
項
か
ら
税
額
計
算
ま
で
手
作
業
に
よ
っ
て
作

っ
て
お
り
、
そ
れ
を
改
め
て
電
算
に
入
力
す
る
と
い
う
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
る
。
 

ま
た
あ
る
県
税
部
で
は
、
従
来
ど
お
り
、
電
子
デ
ー
タ
の
事
前
検
討
前
に
税
務
署
に
出
向
き
閲
覧
・
転

記
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
作
業
は
膨
大
で
あ
り
、
相
当
の
労
力
が
投
入
さ
れ
て
お
り
、
電
算
化
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
生

か
さ
れ
て
い
な
い
事
務
処
理
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 ②
 
個
人
事
業
税
課
税
の
認
定
に
つ
い
て
 

 
事
業
税
の
課
税
対
象
業
種
は
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
業
種
、
事
業
内
容
に
よ
っ
て
課
税
・
非
課
税
の
境

目
が
存
在
す
る
た
め
、
そ
の
認
定
に
つ
い
て
は
実
務
上
困
難
な
場
合
も
多
い
。
 

 
以
下
の
ケ
ー
ス
を
重
点
的
に
検
証
し
た
。
 

 
イ
．
不
動
産
貸
付
業
と
駐
車
場
業
と
の
区
分
 

 
ロ
．
自
家
労
力
を
用
い
て
行
う
畜
産
業
の
判
定
 

 
ハ
．
請
負
業
と
労
務
を
提
供
す
る
も
の
と
の
区
分
 

 
ニ
．
共
同
事
業
を
行
う
場
合
の
自
家
労
力
の
判
定
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そ
れ
ぞ
れ
に
不
適
切
な
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
県
税
部
に
お
い
て
適
切
な
事
務
処

理
を
し
て
い
れ
ば
間
違
い
な
く
判
定
で
き
る
事
例
で
あ
っ
た
。
課
税
の
公
平
の
観
点
か
ら
、
客
観
的
か
つ

均
一
な
判
定
が
望
ま
れ
る
。
 

 ③
 
無
申
告
者
の
捕
捉
に
つ
い
て
 

 
所
得
税
の
申
告
義
務
が
あ
る
の
に
申
告
を
行
っ
て
い
な
い
者
や
、
所
得
税
の
申
告
義
務
は
な
い
が
、
 
 

事
業
税
の
申
告
義
務
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
段
の
捕
捉
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 

 
課
税
の
公
平
の
観
点
か
ら
、
納
税
義
務
が
あ
る
者
の
無
申
告
は
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
各

県
税
部
に
お
い
て
捕
捉
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 ④
 
指
摘
事
項
 

 
イ
．
滞
納
者
と
の
折
衝
の
状
況
は
逐
一
滞
納
整
理
票
に
記
録
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
滞
納
処
分
 

 
 
 
停
止
記
録
表
で
管
理
し
、
滞
納
整
理
票
に
記
載
を
行
っ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
 

 
ロ
．
賦
課
漏
れ
が
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め
、
課
税
状
況
整
理
表
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
 
 
 

 
 
 
る
が
、
所
定
の
欄
に
課
税
・
非
課
税
又
は
無
申
告
を
判
別
す
る
印
の
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 (３
) 法

人
二
税
（
法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
）
 

①
 
未
登
録
法
人
の
捕
捉
 

 
イ
．
未
登
録
法
人
と
は
、
県
内
に
事
務
所
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
務
シ
ス
テ
ム
に
登
録
 

 
 
 
さ
れ
て
い
な
い
法
人
を
い
う
。
 

 
 
 
県
税
の
公
平
性
及
び
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
、
適
切
に
捕
捉
し
申
告
納
税
を
促
す
必
要
が
あ
る
。
 

 
 
 
現
在
の
登
録
情
報
か
ら
捕
捉
す
る
方
法
の
他
、
日
常
の
中
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
る
方
法
や
、
不
動
産
 

 
 
 
取
得
税
や
自
動
車
税
の
デ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
方
法
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
 

  
ロ
．
未
登
録
法
人
が
発
覚
し
た
場
合
は
、
法
人
設
立
届
を
慫
慂
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
反
応
が
な
 

 
 
 
い
場
合
は
、
申
告
書
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
不
申
告
法
人
の
リ
ス
ト
に
 

 
 
 
載
る
こ
と
も
な
い
。
 

 
 
 
課
税
の
公
平
性
及
び
課
税
時
期
の
観
点
か
ら
、
積
極
的
な
慫
慂
や
実
態
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

ハ
．
設
立
届
の
提
出
の
な
い
法
人
に
は
、
葉
書
若
し
く
は
電
話
な
ど
で
慫
慂
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
 

 
 
 
も
提
出
の
な
い
場
合
、
そ
の
法
人
の
国
税
の
申
告
を
待
っ
て
、
税
務
電
算
シ
ス
テ
ム
へ
登
録
す
る
 

 
 
 
こ
と
に
な
る
。
 

 
 
従
っ
て
、
現
状
で
は
全
て
の
法
人
が
登
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
収
益
事
業
を
行
わ
 

 
 
 
な
い
法
人
に
関
し
て
、
登
録
が
見
送
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
た
。
 

 ②
 
不
申
告
法
人
の
除
却
と
判
断
 

 
イ
．
不
申
告
法
人
と
は
、
県
の
デ
ー
タ
の
上
で
は
登
録
が
あ
り
、
申
告
義
務
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
申
 

 
 
 
告
書
を
提
出
し
な
い
法
人
で
あ
る
。
 

19 
  
 
 
法
人
の
不
申
告
が
続
い
た
場
合
、
除
却
処
理
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
規
定
に
つ
い
て
は
「
法
 

 
 
 
人
除
却
事
務
処
理
要
領
」
と
し
て
独
自
に
作
成
し
て
い
る
県
税
部
も
あ
れ
ば
、
全
般
的
業
務
を
定
 

 
 
 
め
る
「
税
務
事
務
実
施
要
領
」
の
中
で
、
ひ
と
つ
の
項
目
と
し
て
規
定
し
て
い
る
県
税
部
も
あ
っ
 

 
 
 
た
。
全
て
の
県
税
部
の
規
定
を
、
高
い
品
質
の
県
税
部
の
規
定
に
統
一
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
 
 
内
部
統
制
を
充
実
し
、
標
準
的
な
業
務
の
文
書
化
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ミ
ス
の
減
少
や
課
税
 

 
 
 
の
公
平
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

  
ロ
．
法
人
を
除
却
す
る
判
断
は
均
等
割
の
課
税
に
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
課
税
の
公
平
性
に
関
 

 
 
 
係
す
る
。
除
却
の
判
断
に
ブ
レ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
県
は
個
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
そ
の
都
 

 
 
 
度
判
断
す
る
と
し
て
い
る
が
、
一
定
の
基
準
が
な
い
と
、
担
当
者
に
よ
り
バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
る
。
 

 
 
 
県
全
体
と
し
て
一
定
の
基
準
、
あ
る
い
は
、
指
針
を
策
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 
 
 
以
下
の
事
項
に
注
目
し
た
。
 

 
 
 
・
破
産
手
続
開
始
登
記
に
お
け
る
除
却
処
理
 

 
 
 
・
除
却
処
理
の
決
裁
の
適
時
性
 

 
 
 
・
休
業
処
理
の
手
続
き
 

 ③
 
公
益
法
人
等
の
均
等
割
の
減
免
 

収
益
事
業
を
行
わ
な
い
学
校
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
、
NPO

等
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を
課
さ
な
い
と

し
て
い
る
。
県
は
収
益
事
業
の
判
断
に
つ
い
て
国
税
の
申
告
義
務
の
有
無
で
判
断
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
県
は
、
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
調
製
す
る
こ
と
、
及
び
法

人
電
算
シ
ス
テ
ム
に
デ
ー
タ
の
登
録
を
行
う
こ
と
の
二
つ
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
現
状
で

は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 

 ④
 
分
割
法
人
の
調
査
 

分
割
法
人
に
該
当
す
る
法
人
の
事
務
は
、
東
青
県
税
部
が
行
っ
て
い
る
。
分
割
基
準
は
、
関
係
都
道
府

県
又
は
市
町
村
ご
と
の
法
人
税
額
課
税
標
準
の
算
定
期
間
末
日
現
在
に
お
け
る
従
業
員
の
数
で
あ
る
。
こ

の
調
査
は
現
在
行
わ
れ
て
い
な
い
。
先
ず
一
度
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
費
用
対
効
果
を
斟
酌
し
た
上
、

今
後
の
調
査
に
対
す
る
指
針
を
策
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 ⑤
 
医
療
法
人
の
申
告
に
関
連
し
て
 

 
医
療
法
人
の
事
業
税
申
告
の
指
針
で
あ
る
、
青
森
県
の
「
医
療
法
人
等
に
係
る
法
人
事
業
税
申
告
書
添

付
書
類
の
記
載
要
領
」
が
非
常
に
解
り
づ
ら
い
。
特
に
「
計
算
の
基
礎
と
す
る
収
入
金
額
の
計
算
」
の
記

載
方
法
に
お
け
る
収
入
科
目
の
表
示
や
、
消
費
税
に
関
す
る
説
明
が
挙
げ
ら
れ
る
。
決
算
事
務
を
行
う
立

場
に
た
っ
た
、
明
瞭
性
の
あ
る
理
解
し
や
す
い
「
記
載
要
領
」
又
は
「
記
載
の
手
引
」
に
改
訂
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
 

 ⑥
 
電
子
申
告
に
関
連
し
てて
 

 
現
在
、
県
の
電
子
申
告
の
シ
ス
テ
ム
と
、
法
人
二
税
を
管
理
す
る
電
算
シ
ス
テ
ム
は
統
合
し
て
い
な
い
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 た
め
、
デ
ー
タ
の
共
有
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
現
在
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
い
か
に
電
子
申
告
が

普
及
し
た
と
し
て
も
、
デ
ー
タ
入
力
の
時
間
が
節
約
さ
れ
効
率
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 

 
早
急
に
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
可
能
に
し
、
業
務
の
一
層
の
効
率
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 ⑦
 
指
摘
事
項
 

 
イ
．
各
県
税
部
は
、
税
務
署
に
赴
き
、
法
人
の
異
動
事
項
を
捕
捉
し
、
適
時
・
適
切
に
税
務
電
 
 
 

 
 
 
算
シ
ス
テ
ム
で
情
報
の
訂
正
処
理
を
し
て
い
る
が
、
人
的
ミ
ス
も
重
な
り
、
資
本
金
の
異
動
に
よ
 

 
 
 
る
均
等
割
額
の
変
動
に
つ
い
て
不
具
合
の
ケ
ー
ス
が
有
っ
た
。
 

  
ロ
．
利
子
割
額
の
5％
に
つ
い
て
実
際
の
申
告
書
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
と
こ
ろ
、
5％
を
超
え
て
い
る
例
 

 
 
 
が
数
件
見
受
け
ら
れ
た
。
申
告
書
の
数
字
を
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
が
、
5％
を
超
え
る
よ
う
な
 

 
 
 
数
字
で
も
エ
ラ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
出
な
い
こ
と
に
よ
る
。
同
様
に
、
仮
装
経
理
と
租
税
条
約
に
関
 

 
 
 
す
る
以
外
の
繰
越
欠
損
金
の
繰
越
額
の
数
字
に
つ
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
上
の
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
こ
 

 
 
 
と
が
判
明
し
た
。
 

 (４
) 不

動
産
取
得
税
 

①
 
不
動
産
の
評
価
ま
で
の
期
間
 

 
不
動
産
取
得
税
の
県
評
価
分
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
調
査
に
入
っ
て
調
定
決
議
書
が
起
案
さ
れ
る
ま
で

3～
4
ヶ
月
要
す
る
が
、
あ
る
県
税
部
に
お
い
て
評
価
事
務
の
遅
れ
が
原
因
で
、
収
納
さ
れ
る
税
金
が
、

取
得
し
た
会
計
年
度
か
ら
二
期
過
ぎ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
県
税
収
入
確
保
の
上
か
ら
好
ま
し
く
な
い
。
 

 ②
 
市
町
村
と
の
連
絡
協
調
 

不
動
産
取
得
税
の
県
評
価
分
に
つ
い
て
は
、
評
価
し
た
都
度
市
町
村
に
通
知
し
て
い
る
。
市
町
村
評
価

分
に
つ
い
て
は
、
毎
年
11
月
頃
か
ら
開
示
さ
れ
て
い
る
。
 

市
町
村
か
ら
の
開
示
が
1
月
以
降
に
な
る
と
、
当
年
度
に
お
い
て
調
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、

県
税
収
入
確
保
の
上
か
ら
好
ま
し
く
な
い
。
 

県
は
関
係
市
町
村
と
の
連
絡
協
調
に
努
め
る
と
共
に
、
市
町
村
に
対
す
る
資
料
の
早
期
開
示
の
働
き
か

け
を
強
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 

 (５
) ゴ

ル
フ
場
利
用
税
 

①
 
実
地
調
査
に
つ
い
て
  

 
各
県
税
部
で
は
、
毎
年
各
特
別
徴
収
義
務
者
に
対
し
て
調
査
通
知
を
し
て
か
ら
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
網
羅
性
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
調
査
の
範
囲
、
調
査
月
及
び
調
査
日
数

に
つ
い
て
は
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
と
な
ら
な
い
よ
う
計
画
的
に
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

 ②
 
交
付
金
の
交
付
時
期
に
つ
い
て
 

 
あ
る
県
税
部
に
お
い
て
、
平
成
20
年
6
月
行
為
分
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
が
7
月
31
日
に
収
納
さ
れ
て
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 い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
12
月
交
付
分
に
合
算
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
本
県
の
場
合
、
ゴ
ル
フ
場

利
用
税
に
つ
い
て
は
こ
こ
数
年
収
入
未
済
が
な
く
、
徴
収
率
100％

で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
8
月
に
交

付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
電
算
機
上
の
収
納
照
会
で
確
認
で
き
て
い
れ
ば
防
げ
た
事
例
で
あ
る
。
 

 ③
 
換
価
猶
予
の
適
用
に
つ
い
て
 

 
徴
収
事
務
処
理
要
綱
に
よ
れ
ば
、「
納
税
資
金
、
財
産
状
況
及
び
納
付
計
画
を
明
ら
か
に
し
、
出
来
る

限
り
換
価
猶
予
制
度
を
活
用
す
る
」
と
あ
る
。
 

こ
の
制
度
を
適
用
し
て
い
た
県
税
部
に
お
い
て
、
納
付
計
画
は
約
束
手
形
を
取
り
付
け
る
な
ど
に
よ
り

満
た
し
て
い
る
が
、
納
税
資
金
、
財
産
状
況
に
つ
い
て
の
把
握
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
 

 (６
) 自

動
車
税
 

①
 
賦
課
保
留
 

自
動
車
税
は
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
登
録
の
有
無
に
よ
っ
て
課
税
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
動
車

が
滅
失
、
解
体
等
に
よ
り
運
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
登
録
が
抹

消
さ
れ
て
い
な
い
限
り
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
自
動
車
の
大

部
分
は
滞
納
と
な
っ
て
お
り
、
賦
課
徴
収
事
務
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
 

賦
課
保
留
は
、
こ
れ
ら
の
自
動
車
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
行
い
、
滅
失
、
解
体
等
課
税
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
賦
課
決
定
の
処
理
を
保
留
し
、
課
税
の
適
正

と
事
務
の
効
率
化
を
図
る
と
い
う
趣
旨
の
制
度
で
あ
る
。
 

 
賦
課
保
留
金
額
等
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
と
こ
ろ
、
滅
失
、
解
体
等
で
課
税
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
が
、

平
成
20
年
度
に
お
い
て
、
お
よ
そ
2,700

件
で
108
百
万
円
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
 

 
滅
失
、
解
体
等
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
が
官
公
署
等
に
よ
り
証
明
さ
れ
、
自
動
車
と
し
て
運
行
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
登
録
抹
消
の
積
極
的
勧
奨
に
努
め
、
賦
課
保
留
に
早
期
決

着
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 ②
 
制
度
改
正
の
要
望
 

自
動
車
税
は
、
一
時
的
に
ま
た
多
数
の
納
税
者
に
賦
課
す
る
税
で
あ
り
、
自
動
車
税
の
滞
納
は
、
件
数

も
金
額
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
滞
納
処
理
に
携
わ
る
人
員
は
限
ら
れ
て
お
り
、
担
当

者
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

膨
大
な
滞
納
整
理
事
務
を
削
減
す
る
た
め
に
も
、
自
動
車
購
入
時
あ
る
い
は
車
検
時
に
前
払
方
式
で
徴

収
す
る
方
法
な
ど
制
度
的
問
題
と
し
て
、
国
に
求
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
 

 (７
) 軽

油
引
取
税
 

①
 
免
税
軽
油
使
用
者
調
査
 

免
税
軽
油
使
用
者
調
査
報
告
書
の
中
に
義
務
付
け
ら
れ
た
帳
票
類
の
備
え
付
け
が
全
く
さ
れ
て
い
な
い

免
税
軽
油
使
用
者
も
い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
指
導
や
注
意
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
厳
格
に
対
処
す
べ
き

で
あ
る
。
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 ②
 
定
期
調
査
の
100％

遂
行
 

 
各
県
税
部
に
お
い
て
は
軽
油
引
取
税
の
調
査
を
３
ヵ
年
計
画
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
県
税
部

の
中
に
は
、
軽
油
引
取
税
の
担
当
者
が
１
名
だ
け
で
あ
り
、
平
成
19
年
度
の
調
査
計
画
の
進
捗
状
況
が

６
割
に
満
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 
県
職
員
の
適
正
配
置
及
び
合
理
化
の
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
各
県
税
部
の
垣
根
を
越
え
た
「
調
査

対
策
チ
ー
ム
」
な
る
も
の
を
設
置
し
、
全
県
的
に
対
応
す
る
な
ど
改
善
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。
 

 ③
 
指
摘
事
項
 

 
回
収
さ
れ
た
免
税
証
の
裏
面
の
日
付
、
住
所
、
名
称
及
び
押
印
等
を
閲
覧
し
た
が
、
明
ら
か
に
日
付
の

記
載
の
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
厳
重
注
意
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
 

 (８
) 県

民
税
利
子
割
 

①
 
税
務
署
へ
の
閲
覧
調
査
  

平
成
20
年
度
「
税
務
事
務
実
施
要
領
」
に
よ
る
と
、「
金
融
機
関
の
営
業
所
等
の
届
出
書
」、「

源
泉
所

得
税
調
査
簿
」
等
を
税
務
署
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
と
あ
る
が
、
過
去
5
年
間
一
度
も
行
わ
れ
て
い
な

い
県
税
部
が
あ
っ
た
。
 

 (９
) 狩

猟
税
 

①
 
指
摘
事
項
 

県
外
登
録
申
請
の
窓
口
で
あ
る
東
青
県
税
部
に
お
い
て
、
代
理
申
請
に
よ
る
狩
猟
税
申
告
書
に
当
該
登

録
申
請
の
押
印
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
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 ２
．
滞
納
整
理
事
務
 

(１
) 滞

納
整
理
 

平
成
20
年
度
の
青
森
県
に
お
け
る
県
税
の
収
入
未
済
額
は
32
億
円
に
達
し
、
こ
こ
数
年
増
加
し
て
い

る
状
況
で
あ
る
。
県
税
の
収
入
未
済
額
の
増
加
は
、
県
の
財
政
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
に
な

る
た
め
、
収
入
未
済
額
の
整
理
・
縮
減
が
県
税
務
行
政
の
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
 

 

(２
) 滞

納
額
縮
減
の
取
り
組
み
 

①
 
徴
収
支
援
チ
ー
ム
の
運
営
 

徴
収
支
援
チ
ー
ム
は
、
個
人
住
民
税
の
滞
納
額
縮
減
を
図
り
、
併
せ
て
市
町
村
職
員
の
滞
納
整
理
技

術
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
平
成
21
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
の
間
に
お
い
て
各
県
税
部
に
設
置
す
る
市

町
村
の
徴
収
事
務
を
支
援
す
る
チ
ー
ム
で
あ
る
。
  

試
行
的
に
実
施
し
た
平
成
20
年
度
の
実
績
を
み
る
と
、
徴
収
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
実
績
は
、
大
分
低

い
数
値
で
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
  

当
該
施
策
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
希
望
す
る
。
  

 イ
．
個
人
住
民
税
の
収
入
未
済
額
は
急
増
し
て
お
り
、
こ
の
縮
減
の
た
め
に
施
策
と
し
て
設
置
さ
れ
た

徴
収
支
援
チ
ー
ム
は
研
修
の
場
で
は
な
く
、
個
人
住
民
税
の
滞
納
縮
減
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
と
し
て
の
意
識
を
も
っ
て
事
務
の
遂
行
に
当
た
る
必
要
が
あ
る
。
 

 

 
ロ
．
個
人
県
民
税
の
滞
納
額
縮
減
、
滞
納
整
理
技
術
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
事
案
の
選
定
に
あ
た
っ
 

 
 
て
は
、
県
が
主
導
的
な
立
場
に
立
っ
て
行
う
べ
き
で
あ
り
、
大
口
滞
納
者
や
滞
納
整
理
困
難
事
 
 

 
 
案
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

ハ
．
有
能
な
市
町
村
職
員
の
育
成
の
た
め
に
も
、
徴
収
支
援
チ
ー
ム
は
滞
納
処
分
を
積
極
的
に
行
い
、

よ
り
多
く
の
滞
納
処
分
事
例
を
経
験
す
べ
き
で
あ
る
。
 

経
験
豊
か
な
県
職
員
が
積
極
的
に
捜
索
や
差
押
え
等
を
実
施
し
、
範
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 ニ
．
個
人
県
民
税
の
賦
課
徴
収
権
は
市
町
村
に
あ
る
が
、
平
成
20
年
度
末
に
お
け
る
収
入
未
済
額
は

2,269,764
千
円
と
金
額
も
大
き
く
、
ま
た
、
前
年
（
平
成
19
年
度
末
収
入
未
済
額

1,842,829
千
円
）
よ
り
、
426,935

千
円
も
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、
や
は

り
県
が
積
極
的
に
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
 

 
 
 
 

②
 
共
同
催
告
・
共
同
徴
収
 

大
口
滞
納
者
や
滞
納
整
理
困
難
事
案
等
に
つ
い
て
、
県
と
市
が
連
携
し
て
回
収
に
向
け
て
努
力
す
る

こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
  

現
在
、
市
町
村
に
よ
り
、
温
度
差
が
あ
る
が
、
共
同
徴
収
に
も
っ
と
力
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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 ③
 
地
方
税
法
第
48 条

に
よ
る
徴
収
引
継
ぎ
  

徴
収
引
継
ぎ
と
は
、
個
人
住
民
税
の
滞
納
に
つ
い
て
、
県
知
事
が
市
町
村
長
の
同
意
を
得
て
県
の
徴

税
吏
員
が
直
接
徴
収
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
  

引
継
予
告
書
を
発
付
し
た
だ
け
で
も
効
果
が
あ
り
、
徴
収
引
継
ぎ
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
高
い
割

合
で
の
滞
納
整
理
結
果
が
で
て
い
る
。
  

県
と
市
町
村
が
両
者
協
議
し
て
徴
収
引
継
ぎ
の
対
象
債
権
を
決
定
し
て
お
り
、
徴
収
引
継
ぎ
の
申
出

に
つ
い
て
は
市
町
村
に
よ
り
温
度
差
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
市
町
村
と
の
連
絡
協
調
を
密
に
し
、
良

好
な
関
係
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
各
市
町
村
の
首
長
等
の
意
識
改
革
に
努
め
る
な
ど
し
、
徴
収
引
継
ぎ

制
度
の
有
効
活
用
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
。
  

 ④
 
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
 

県
は
、
差
し
押
さ
え
た
自
動
車
の
車
輪
を
固
定
し
動
か
な
く
す
る
「
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
」
を
平
成
19
年

度
か
ら
各
県
税
部
に
配
備
し
て
い
る
。
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
を
実
際
に
使
用
し
た
ケ
ー
ス
は
1
件
と
少
な
い
が
、

装
着
予
告
に
対
す
る
納
付
割
合
は
高
く
、
相
当
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
  

県
と
し
て
実
施
時
期
と
か
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
指
針
を
示
し
、
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。
  

 ⑤
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
 

 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
、
よ
り
幅
広
い
公
売
情
報
の
周
知
と
入
札
者
の
便
宜
拡
大
を
図
る
こ
と
に
よ

り
、
差
押
え
財
産
の
売
却
を
推
進
し
、
税
収
の
確
保
を
目
指
す
目
的
で
平
成
17 年

度
か
ら
導
入
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
実
績
を
み
る
と
ま
ず
ま
ず
の
成
果
と
思
わ
れ
る
。
  

 
滞
納
整
理
促
進
の
た
め
、
今
後
も
制
度
の
積
極
的
な
活
用
を
期
待
し
た
い
。
  

 ⑥
 
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ー
で
の
納
付
 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ー
で
の
納
税
を
平
成
21
年
1
月
か
ら
実
施
し
た
。
  

コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
実
績
を
み
る
と
非
常
に
高
い
利
用
率
と
な
っ
て
い
る
。
期
限
後
納
付
に
つ
い
て
は
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ー
で
は
延
滞
金
の
計
算
が
で
き
な
い
た
め
、
県
税
部
に
申
し
出
て
コ
ン
ビ
ニ
収

納
用
の
納
付
書
を
発
行
し
て
も
ら
っ
た
う
え
で
な
い
と
納
付
で
き
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
。
こ
の
使
い

勝
手
を
改
善
す
べ
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
  

 

⑦
 
振
替
納
税
の
推
進
 

振
替
納
税
は
、
確
実
に
収
入
済
み
と
な
る
確
率
が
高
い
の
で
口
座
振
替
の
利
用
促
進
に
向
け
た
取
り

組
み
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。
  

 (３
) 不

納
欠
損
処
分
 

平
成
19
年
度
の
滞
納
繰
越
分
の
不
納
欠
損
率
を
み
る
と
、
青
森
県
は
10.5％

と
他
県
と
ほ
ぼ
同
水
準

の
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
県
民
税
を
除
い
た
当
該
滞
納
繰
越
分
の
徴
収
率
に
つ
い
て
み
る
と
27.2％

で
、

東
北
6
県
の
下
か
ら
3
番
目
の
非
常
に
低
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
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当
県
は
滞
納
繰
越
額
の
徴
収
率
が
低
い
の
で
、
不
納
欠
損
処
分
が
出
来
る
も
の
は
積
極
的
に
行
う
な
ど

し
て
徴
収
活
動
の
効
率
化
を
図
り
、
徴
収
率
の
向
上
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
  

 (４
) そ

の
他
の
事
案
の
検
討
 

 
イ
．
換
価
処
分
の
早
期
実
施
と
時
効
完
成
分
の
チ
ェ
ッ
ク
  

 
 
 
納
税
保
証
人
の
財
産
差
押
え
を
行
っ
た
が
、
滞
納
者
本
人
の
財
産
を
差
押
え
て
い
な
か
っ
た
の
 

 
 
 
で
、
滞
納
者
本
人
の
時
効
が
完
成
し
、
納
税
保
証
人
の
土
地
に
対
す
る
差
押
を
解
除
し
た
と
い
う
 

 
 
 
事
例
が
あ
っ
た
。
  

 

ロ
．
納
付
委
託
と
担
保
 

 
 
大
口
の
滞
納
常
習
者
か
ら
の
口
頭
に
よ
る
分
割
納
付
約
束
を
受
け
、
先
日
付
小
切
手
を
受
領
し
た
 

 
 
 
だ
け
で
担
保
を
取
っ
て
い
な
い
事
案
が
あ
っ
た
。
 

 ハ
．
延
滞
金
の
保
全
措
置
 

手
形
支
払
期
日
ま
で
の
延
滞
金
も
入
れ
た
金
額
で
納
付
委
託
を
受
け
た
手
形
を
滞
納
者
が
期
日
に

落
と
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
本
税
相
当
分
の
み
を
納
付
さ
せ
返
却
し
て
い
た
事
案
が
あ
っ
た
。
 

 
 
 
延
滞
金
相
当
額
の
新
た
な
手
形
を
振
り
出
し
て
も
ら
う
等
何
ら
か
の
保
全
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ

る
。
延
滞
金
を
完
全
に
徴
収
す
る
た
め
の
更
な
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
 

  
ニ
．
延
滞
金
の
滞
納
処
分
 

県
税
で
は
、
延
滞
金
だ
け
の
滞
納
に
つ
い
て
、
長
期
間
換
価
処
分
の
手
続
き
を
行
わ
な
い
で
い
た

と
こ
ろ
、
当
該
物
件
は
開
発
許
可
の
条
件
と
し
て
、
市
に
所
有
権
を
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

緑
地
予
定
地
で
公
売
が
行
え
な
い
土
地
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
当
該
土
地
の
差
押
え
を
解
除
し

て
い
た
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 延
滞
金
に
つ
い
て
も
、
本
税
と
同
様
の
徴
収
努
力
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

 
ホ
．
グ
ル
ー
プ
管
理
 

 
  
 親
会
社
と
子
会
社
に
つ
い
て
、
親
と
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所
を
所
管
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
班
で
、
滞

納
整
理
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
あ
っ
た
。
 

 
グ
ル
ー
プ
会
社
に
つ
い
て
は
、
一
元
管
理
し
、
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 

へ
．
市
町
村
と
の
連
携
 

 
 
土
地
は
県
が
差
押
え
を
し
た
が
、
建
物
に
つ
い
て
は
市
が
差
押
え
て
い
る
た
め
公
売
手
続
き
が
で
 

 
 
 
き
な
い
で
長
期
間
塩
漬
け
の
状
態
と
し
て
い
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
 

 
 
市
町
村
と
の
連
絡
協
調
を
密
に
し
、
効
率
的
な
滞
納
整
理
事
務
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 

ト
．
分
割
納
付
の
期
限
 

 
 
 
大
口
の
滞
納
者
に
つ
い
て
、
担
保
の
提
供
も
な
く
、
口
頭
に
よ
る
分
割
納
付
約
束
を
行
い
、
月
々
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少
額
の
入
金
を
さ
せ
、
完
納
ま
で
の
年
数
を
み
る
と
1
年
超
と
い
う
事
案
が
多
々
見
受
け
ら
れ
た
。
 

 
 
 
担
保
を
徴
し
、
分
納
の
約
束
違
反
等
が
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
差
押
等
の
処
分
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
 

  
チ
．
捜
索
 

 
 
 
滞
納
整
理
に
お
け
る
財
産
状
況
の
調
査
は
、
ほ
と
ん
ど
が
金
融
機
関
等
に
対
す
る
文
書
照
会
、
市

町
村
に
対
す
る
住
民
票
及
び
固
定
資
産
の
文
書
照
会
等
で
終
わ
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
滞
納
整
理
に
は
、
捜
索
と
い
う
強
力
な
手
段
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
有
効
に
活
用
で
き

る
よ
う
担
当
者
の
教
育
育
成
が
望
ま
れ
る
。
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 ３
．
県
税
シ
ス
テ
ム
 

(１
) 税

務
の
電
算
シ
ス
テ
ム
 

①
 
税
務
の
電
算
化
の
沿
革
 

青
森
県
で
は
税
務
事
務
に
関
わ
る
業
務
の
効
率
化
・
迅
速
化
・
的
確
化
を
主
た
る
目
的
に
、
税
務
課
が

主
体
と
な
り
、
昭
和
４
９
年
か
ら
全
国
自
治
体
の
中
で
も
先
駆
的
に
電
算
化
を
進
め
、
平
成
元
年
ま
で
に

は
全
税
目
を
電
算
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
作
り
上
げ
た
。
 

こ
れ
と
は
別
に
、
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
が
、
日
常
の
庁
内
業
務
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
県

庁
全
庁
内
及
び
各
県
民
局
を
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
高
速
回
線
で
結
ぶ
、
全
庁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
LAN（

以
下

「
全
庁
LAN」

と
い
う
）
を
構
築
し
た
。
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
イ
ン
フ
ラ
の
も
と
で
、
職
員
は
一
人
１
台

の
割
合
で
パ
ソ
コ
ン
が
与
え
ら
れ
、
税
務
以
外
の
事
務
処
理
も
含
め
て
電
算
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
 

税
務
事
務
全
体
で
使
用
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
お
よ
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
シ
ス
テ
ム
イ
ン
フ
ラ
は
、
大

き
く
分
け
て
以
下
の
よ
う
に
２
分
類
さ
れ
る
。
 

 
 イ
．
定
型
事
務
：
納
税
通
知
書
作
成
、
調
定
決
議
書
作
成
、
収
納
仕
訳
、
未
納
一
覧
等
。
 

 
 
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
ACOS）

上
で
処
理
す
る
事
務
。
 

 
 ロ
．
非
定
型
事
務
：
見
積
資
料
、
調
定
伺
、
滞
納
整
理
（
個
票
）
作
成
等
。
 

 
 
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
が
管
理
す
る
全
庁
LAN
で
処
理
す
る
事
務
。
 

 ②
 
税
務
電
算
シ
ス
テ
ム
の
現
状
 

 
シ
ス
テ
ム
の
開
発
と
運
用
の
現
状
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

 
イ
．
シ
ス
テ
ム
開
発
手
法
 

 
 
 
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
体
系
と
し
て
は
、
税
目
別
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
手
法
 

 
 
を
採
っ
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
税
目
別
に
稼
動
す
る
よ
う
分
か
れ
て
お
り
、
 

 
 
デ
ー
タ
も
税
目
別
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
共
用
や
統
合
は
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
 
 
共
有
情
報
の
ほ
と
ん
ど
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
の
出
力
紙
に
手
書
き
追
記
で
事
務
処
理
さ
れ
、
別
 

 
 
途
、
稟
議
書
に
て
決
裁
さ
れ
た
情
報
の
み
が
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
 

 
 
い
る
。
 

 
 

 
ロ
．
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
の
連
携
お
よ
び
相
互
利
用
 

 
 
①
の
イ
．
定
型
事
務
、
ロ
．
非
定
型
事
務
の
間
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
独
立
し
 

 
 
て
お
り
、
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
シ
ス
テ
ム
や
パ
ソ
コ
ン
と
の
間
で
デ
ー
 
 

 
 
タ
の
直
接
共
有
お
よ
び
自
動
連
携
は
な
い
。
 

 
 
他
の
団
体
か
ら
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
（
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
自
動
車
登
録
に
関
す
る
 

 
 
デ
ー
タ
、
銀
行
か
ら
の
領
収
済
み
通
知
デ
ー
タ
等
）
も
、
各
団
体
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
回
線
で
接
続
 

 
 
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
デ
ー
タ
受
領
し
、
そ
れ
を
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
に
落
と
し
た
り
、
 

 
 
あ
る
い
は
各
所
属
か
ら
提
出
さ
れ
た
紙
に
よ
る
入
力
伝
票
を
パ
ン
チ
す
る
こ
と
で
、
ホ
ス
ト
コ
ン
 

 
 
ピ
ュ
ー
タ
で
処
理
で
き
る
形
式
に
し
て
い
る
。
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ハ
．
電
子
決
裁
お
よ
び
電
子
承
認
機
能
 

 
 
 
税
務
事
務
に
お
い
て
電
子
メ
ー
ル
や
フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
を
経
由
し
た
電
子
決
裁
の
機
能
は
な
い
。
 

 
 
現
状
は
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
出
力
さ
れ
た
稟
議
書
で
決
裁
を
受
け
た
デ
ー
タ
を
、
手
入
力
で
ホ
ス
ト
 

 
 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
し
、
出
力
し
た
決
裁
書
類
が
原
本
と
な
る
。
こ
の
時
点
で
、
パ
ソ
コ
ン
や
 

 
 
サ
ー
バ
側
の
デ
ー
タ
は
消
去
さ
れ
る
。
 

  
ニ
．
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
 

 
 
 
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
各
県
税
部
内
で
グ
ル
ー
プ
単
位
に
割
り
振
ら
れ
た
 
 

 
 
ID
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
り
行
う
。
全
庁
LAN に

ア
ク
セ
ス
す
る
場
合
に
は
、
職
員
個
々
に
ホ
ス
ト
 

 
 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
は
異
な
る
ID・

パ
ス
ワ
ー
ド
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 

 
 
よ
う
な
異
な
る
ア
ク
セ
ス
管
理
の
方
法
を
採
る
の
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ど
う
し
で
直
接
連
動
を
さ
 

 
 
せ
な
い
方
が
、「
情
報
流
出
の
心
配
が
少
な
い
」
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
 

 

ホ
．
デ
ー
タ
管
理
の
体
系
 

 
 
 
税
務
課
税
務
電
算
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
デ
ー
タ
を
正
式
な
も
の
と
し
て
 

 
 
い
る
が
、
当
該
デ
ー
タ
は
次
の
理
由
で
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 
 
a.国

税
か
ら
提
供
を
受
け
た
電
子
デ
ー
タ
に
は
、
不
動
産
貸
付
業
や
駐
車
場
業
の
規
模
の
判
定
等
 

 
 
 
地
方
税
の
賦
課
に
必
要
な
情
報
が
入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
不
足
す
る
部
分
は
県
職
員
が
税
 

 
 
 
務
署
へ
出
向
き
確
定
申
告
書
の
添
付
書
類
等
を
書
写
し
賦
課
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
 

 
 
 

 
 
 
b.国

税
か
ら
提
供
を
受
け
る
電
子
デ
ー
タ
は
、
国
税
に
お
け
る
確
定
申
告
書
の
電
子
化
に
は
相
当
 

 
 
 
の
時
間
を
要
す
る
た
め
提
供
の
時
期
が
遅
く
な
り
、
県
職
員
が
当
該
デ
ー
タ
に
基
づ
く
調
定
を
 

 
 
 
行
う
の
に
十
分
な
時
間
が
さ
け
な
い
。
 

 
 

 
 
 
以
上
の
理
由
か
ら
職
員
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
デ
ー
タ
に
よ
る
処
理
よ
り
も
、
紙
に
書
か
れ
た
情
報
 

 
 
で
の
事
務
処
理
を
主
体
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
 

 (２
) シ

ス
テ
ム
の
問
題
点
 

①
 
全
体
の
問
題
点
 

本
県
の
シ
ス
テ
ム
は
（
1）
の
と
お
り
、
国
税
の
電
子
申
告
（
e-TAX）

や
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
等

の
外
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
連
動
し
て
い
な
い
し
、
事
務
処
理
も
紙
ベ
ー
ス
主
体
で
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
 

IT
導
入
の
目
的
は
、
組
織
内
の
情
報
収
集
効
率
ア
ッ
プ
と
情
報
共
有
に
よ
り
業
務
を
円
滑
に
進
め
る

こ
と
で
、
行
政
コ
ス
ト
削
減
と
効
率
ア
ッ
プ
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
IT
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
面
か
ら
も
、
全

国
的
に
IT
戦
略
の
目
標
設
定
は
、
こ
の
方
向
が
主
流
で
あ
る
。
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  ②
 
本
県
税
務
シ
ス
テ
ム
の
非
効
率
性
 

本
県
の
場
合
、
外
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
か
ら
受
領
し
た
元
デ
ー
タ
に
地
方
税
賦
課
に
必
要
な

情
報
が
す
べ
て
入
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
各
税
目
の
賦
課
担
当
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
税
務
署
へ
赴
い
て

情
報
を
収
受
し
デ
ー
タ
の
補
充
を
行
っ
て
い
る
。
重
複
す
る
情
報
が
、
税
目
別
に
何
も
整
理
を
さ
れ
な
い

ま
ま
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
な
る
事
務
の
円
滑
推
進
、
情
報
収
集
効
率
ア

ッ
プ
に
は
、
情
報
共
有
が
必
要
で
あ
る
。
情
報
共
有
と
デ
ー
タ
の
統
合
化
が
進
め
ば
、
何
人
も
の
職
員
が

同
じ
情
報
を
税
務
署
へ
行
っ
て
書
写
す
る
必
要
も
な
く
な
る
。
  

高
額
な
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
リ
ー
ス
料
や
高
速
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
回
線
使
用
料
な
ど
多
額

の
IT
費
用
を
負
担
し
な
が
ら
事
務
処
理
の
効
率
化
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
情
報
の
共
有
化
も
進
ん
で

い
な
い
。
  

 

③
 
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
管
理
 

税
務
情
報
は
個
人
県
民
税
、
自
動
車
税
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
個
人
情
報
の
塊
で
あ
る
。
現
在
は
、

「
青
森
県
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
シ
ー
」
に
準
拠
し
て
税
務
課
が
制
定
し
た
「
税
務
オ
ン
ラ
イ
ン
シ

ス
テ
ム
に
か
か
わ
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
シ
ー
実
施
手
順
」
に
則
り
、
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や

部
局
毎
に
設
置
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
の
中
へ
入
る
に
は
、
ロ
グ
イ
ン
ID
と
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ

る
ア
ク
セ
ス
制
限
を
含
め
て
厳
し
い
規
制
が
敷
か
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
事
故
が
起
こ
っ
た
際
の
証
跡
管
理
が
で
き
て
お
ら
ず
、
罰
則
規
定
も
明
記
さ
れ
 
 

て
い
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
し
た
記
録
は
、
す
べ
て
個
人
が
特
定
で
き
る
よ
う
に
、
個
 
 

人
別
の
ID
で
自
動
的
に
ロ
グ
（
ア
ク
セ
ス
記
録
）
を
残
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ス
 
 

ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
共
用
ID
で
行
っ
て
お
り
、
フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
に
い
た
っ
て
は
ロ
グ

を
採
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い
な
い
。
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
の
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
記
録
の
保
管
は

必
要
で
あ
る
。
  

証
跡
管
理
の
た
め
に
は
サ
ー
バ
自
体
へ
の
ア
ク
セ
ス
ロ
グ
を
保
管
し
て
お
く
機
能
が
必
要
で
あ
る
。

不
正
ア
ク
セ
ス
防
止
機
能
は
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
プ
ロ
テ
ク
ト
（
防
御
）
が
破
ら
れ
た
場
合
の
警
報
発

信
や
ロ
グ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
フ
ァ
イ
ル
へ
の
自
動
保
管
・
消
去
防
止
機
能
な
ど
は
搭
載
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
こ
の
対
応
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
  

 ④
 
障
害
発
生
時
の
対
応
、
防
災
等
の
問
題
 

ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
耐
震
建
築
の
施
さ
れ
た
県
庁
舎
内
に
設
置
さ
れ
て
い
て
、
障
害
発
生
 
 

時
に
は
、
税
務
課
の
シ
ス
テ
ム
担
当
職
員
が
す
ぐ
に
か
け
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
応
急
処
置
体
制
は
と
ら
れ

て
い
る
が
、
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
自
体
が
一
台
で
、
他
の
人
事
給
与
や
経
費
精
算
な
ど
の
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
同
時
に
稼
動
し
て
お
り
、
他
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
原
因
で
ダ
ウ
ン
し
た

場
合
の
退
避
系
（
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
用
）
の
予
備
機
は
な
く
、
復
旧
を
待
つ
し
か
方
法
が
な
い
。
 

フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
に
つ
い
て
も
、
各
県
税
部
の
デ
ー
タ
の
退
避
（
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
）
を
兼
ね
て
設
置

さ
れ
て
い
る
た
め
、
サ
ー
バ
機
自
体
に
デ
ー
タ
保
全
の
た
め
の
多
重
化
格
納
を
行
う
デ
ィ
ス
ク
ア
レ
イ
等

の
信
頼
性
向
上
機
能
は
つ
い
て
い
な
い
。
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  (３
) シ

ス
テ
ム
の
改
善
策
の
提
案
 

①
 
IT
化
の
基
本
戦
略
の
見
直
し
 

 
IT
化
お
よ
び
電
算
化
の
基
本
戦
略
を
、
情
報
活
用
の
本
来
目
的
と
な
る
以
下
の
項
目
に
求
め
る
べ
き

で
あ
る
。
  

イ
．
 
情
報
活
用
の
高
度
化
に
よ
る
業
務
の
一
貫
性
の
確
保
 

 
納
税
者
に
関
す
る
情
報
の
一
元
化
に
よ
り
、
納
税
者
を
混
乱
さ
せ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
 
 

る
。
住
民
や
企
業
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
も
、
個
別
情
報
の
管
理
部
門
ご
と
に
た
ら
い
 
 

回
し
に
す
る
こ
と
や
、
後
日
、
直
接
担
当
者
か
ら
返
答
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
一
回
の
問
い
合
わ
 
 

せ
で
用
事
が
済
む
よ
う
な
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
サ
ー
ビ
ス
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 

ロ
．
 
部
門
間
の
事
務
処
理
の
効
率
化
 

 
税
目
毎
の
徴
収
漏
れ
の
防
止
、
税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
税
務
署
へ
出
向
い

て
調
査
し
た
納
税
者
に
関
す
る
情
報
等
を
各
賦
課
部
門
と
納
税
部
門
で
共
有
化
し
、
事
務
処
理
の

効
率
化
を
一
層
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 ②
 
最
新
IT
技
術
の
導
入
 

最
新
の
IT
技
術
導
入
に
よ
り
、
未
解
決
の
問
題
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
改
善
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

を
以
下
に
あ
げ
る
。
  

 イ
．
情
報
の
高
度
利
用
（
情
報
共
有
、
検
索
容
易
性
、
情
報
ア
ク
セ
ス
者
の
制
御
）
 

 
 
 
→
主
な
技
術
：
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
RDB）

化
、
各
種
デ
ー
タ
検
索
シ
ス
テ
ム
 

 
 
 
 
の
導
入
  

 

ロ
．
電
子
決
裁
導
入
に
よ
る
事
務
処
理
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
承
認
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
の
確
保
 

 
 
 
→
主
な
技
術
：
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
、
電
子
メ
ー
ル
、
電
子
決
裁
、
電
子
捺
印
等
の
導
入
  

 

ハ
．
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
 

 
 
 
→
主
な
技
術
：
ア
ク
セ
ス
制
御
（
ア
ク
セ
ス
者
の
制
限
、
警
報
、
ロ
グ
管
理
）、
ウ
ィ
ル
ス
対
策
、
 

 
 
 
 
フ
ィ
ル
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
  

 ③
 
紙
に
よ
る
個
人
情
報
の
取
扱
の
抑
制
 

 
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
大
事
だ
か
ら
紙
で
受
け
渡
し
を
す
る
」
と
い
う
現
況
は
、
最
新
の
IT
技
術
に
よ

る
情
報
漏
え
い
先
の
特
定
や
追
跡
の
作
業
を
無
視
し
た
時
代
遅
れ
の
考
え
方
で
あ
る
。
 

最
新
の
サ
ー
バ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
漏
れ
た
情
報
で
あ
れ
ば
、
 

イ
．
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
経
由
で
ハ
ッ
キ
ン
グ
さ
れ
た
場
合
な
ら
、
相
手
IP
ア
ド
レ
ス
を
特
定
で
き
る
の

で
、
相
手
の
ド
メ
イ
ン
の
所
属
団
体
等
か
ら
追
跡
調
査
が
行
え
る
。
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ロ
．
内
部
で
不
正
取
得
し
た
ID
を
利
用
し
て
情
報
を
抜
き
取
っ
た
場
合
で
も
、
ID
の
使
用
履
歴
か
ら
、
 

 
 
情
報
不
正
取
得
を
お
こ
な
っ
た
個
人
の
特
定
は
容
易
で
あ
る
。
 

  
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
で
も
、
実
際
に
不
正
取
得
を
行
っ
た
個
人
が
特
定
で
き
れ
ば
、
そ
の
ル
ー
ト
か
ら
ど

こ
ま
で
デ
ー
タ
の
提
供
が
及
ん
だ
か
の
追
跡
調
査
も
行
え
る
。
し
か
し
、
紙
で
渡
し
て
い
れ
ば
、
事
故
で

散
乱
し
た
場
合
な
ど
は
、
一
切
の
追
跡
調
査
は
不
可
能
と
な
る
。
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
整
理
格
納
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
全
庁
LAN
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
下
で
、
画
面
で

参
照
し
、
必
要
最
小
限
の
デ
ー
タ
の
み
を
印
刷
す
る
事
務
形
態
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 ④
 
シ
ス
テ
ム
の
二
重
化
 

 
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
本
番
系
の
他
に
退
避
系
と
し
て
も
う
一
台
用
意
す
る
の
は
莫
大
な
費
用
が
か

か
る
。
 

 
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
意
味
で
も
、
新
シ
ス
テ
ム
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
サ
ー
バ
、
WEB

サ

ー
バ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
バ
と
小
型
サ
ー
バ
複
数
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
配
置
し
複
合
環
境
で
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
稼
動
さ
せ
る
よ
う
変
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
バ
費
用
は
一
台
数
十
万
円
～
数
百
万

円
規
模
な
の
で
、
全
機
種
を
二
重
化
し
て
も
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
10
分
の
1
で
あ
る
。
 

 
税
務
シ
ス
テ
ム
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
・
サ
ー
バ
型
や
WEB
方
式
サ
ー
バ
型
の
オ
ー
プ
ン
系
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

環
境
へ
の
移
行
を
既
に
終
え
た
県
の
事
例
を
み
て
も
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
費
用
は
格
段
に
安
く
な
っ
た
の

で
、
二
重
化
に
よ
る
退
避
系
の
準
備
が
で
き
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
今
後
、
オ
ー
プ
ン
系
環
境
へ
の
移
行
を
明
言
し
て
い
る
自
治
体
も
複
数
あ
り
、
い
ず
れ
も
退
避

系
予
備
機
を
持
つ
こ
と
は
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
障
害
対
応
、
防
災
の
面
か
ら
も
早
期
に
検
討
を
開
始
さ

れ
た
い
。
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 4．
徴
税
費
 

①
 
青
森
県
の
徴
税
費
 

県
税
は
自
動
的
に
収
納
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
人
件
費
や
物
件
費
等
の
費
用
が
徴
税
コ
ス
ト
と

し
て
発
生
す
る
。
課
税
す
る
側
は
、
適
正
公
正
な
税
務
行
政
の
遂
行
と
と
も
に
常
に
課
税
の
効
率
性
を
意

識
し
な
が
ら
業
務
に
携
わ
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
平
成
20
年
度
に
お
け
る
青
森
県
の
県
税
収
入
は
138,565

百
万
円
で
あ
り
、
歳
入
額
全
体
の

19.54％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
徴
税
費
は
5,166

百
万
円
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
3.73％

で
あ
っ
た
。
 

平
成
19
年
度
の
青
森
県
の
徴
税
費
の
割
合
の
3.24％

は
全
国
で
29
位
で
あ
る
が
、
全
国
平
均
の

2.58％
よ
り
0.66％

高
い
。
 

 ②
 
隣
接
三
県
の
徴
税
費
の
比
率
 

 
青
森
県
の
徴
税
費
の
割
合
が
他
の
県
よ
り
若
干
小
さ
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
青
森
県
に
は
特

有
の
税
目
、
大
規
模
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
が
あ
り
、
税
収
が
秋
田

県
、
岩
手
県
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
税
目
を
除
い
た
と
こ
ろ
で
徴

税
費
を
比
較
す
る
と
、
当
県
は
岩
手
県
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
秋
田
県
よ
り
は
高
い
徴
税
費
率
と
な
っ

て
い
る
。
 

 ③
 
人
件
費
の
検
討
 

 
青
森
県
の
税
務
職
員
の
数
は
、
平
成
20
年
度
は
197
名
、
平
成
21
年
度
は
193
名
に
減
員
し
て
い
る
。
 

 
こ
の
減
員
に
よ
る
徴
収
率
に
対
す
る
影
響
を
見
る
と
、
平
成
20
年
度
は
県
税
全
体
の
数
字
が
97.6％

で
、
平
成
19
年
度
の
97.9％

か
ら
0.3％

の
落
ち
込
み
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
20
年
度
調
定
額
1,420

億
円
で
こ
の
0.3％

は
4
億
2
千
6
百
万
円
で
あ
り
、
小
さ
な
金
額
で
は
な
い
。
因
み
に
人
員
削
減
に
よ

る
平
成
20
年
度
の
人
件
費
の
減
少
額
は
42,873

千
円
で
あ
る
。
 

 
こ
の
よ
う
に
、
県
税
職
員
の
削
減
は
人
件
費
の
減
少
と
な
る
が
、
行
き
過
ぎ
た
削
減
は
逆
に
効
率
性
を

損
な
う
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
総
合
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
上
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 ④
 
徴
収
取
扱
費
の
検
討
 

徴
収
取
扱
費
の
中
で
一
番
大
き
な
も
の
は
、
個
人
県
民
税
徴
収
取
扱
費
で
あ
る
。
そ
の
算
定
方
法
に
つ

い
て
は
、
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成
19
年
度
以
降
は
納
税
義
務
者
数
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
 

こ
の
た
め
、
県
は
市
町
村
か
ら
の
払
込
金
額
に
拘
わ
ら
ず
一
定
の
徴
収
取
扱
費
を
払
う
こ
と
と
な
り
、

市
町
村
の
徴
収
意
欲
が
薄
れ
、
収
入
未
済
額
が
増
加
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
。
 

制
度
上
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
市
町
村
の
徴
収
努
力
に
見
合
っ
た
徴
収
取
扱
費
の
支
払
い
と
な
る
よ
う

法
改
正
等
を
要
望
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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 ５
．
組
織
体
制
 

①
 
税
務
職
員
の
年
齢
及
び
経
験
年
数
 

 
青
森
県
に
お
け
る
税
務
職
員
の
平
均
年
齢
は
40.4

歳
（
平
成
20
年
4
月
1
日
現
在
）
で
あ
る
。
ま
た

税
務
経
験
年
数
か
ら
見
る
と
、
経
験
年
数
は
5
年
か
ら
10
年
未
満
の
者
を
中
心
に
10
年
未
満
の
も
の
が

全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
若
く
し
て
税
務
の
職
場
に
配
属
と
な
る
が
、
経
験
を
積
み
油
が
の
っ
て
き
て
こ
れ
か
ら
と
い
う
年
頃
に

な
る
と
他
の
部
署
に
異
動
と
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
若
い
人
が
多
い
が
経
験
者
が
少
な
い
職
場
と
な

っ
て
い
る
。
 

 ②
 
体
系
的
研
修
の
実
施
 

 
青
森
県
の
研
修
実
施
状
況
を
見
る
と
、
実
務
直
結
型
の
断
片
的
な
研
修
に
終
始
し
て
い
る
感
が
強
い
。
 

 
新
人
に
対
す
る
研
修
で
も
5
日
で
終
わ
っ
て
い
る
。
税
務
の
仕
事
は
担
当
す
る
税
法
だ
け
で
は
処
理
で

き
な
い
。
関
連
す
る
も
の
が
簿
記
会
計
、
民
法
、
商
法
等
広
範
囲
に
渡
っ
て
い
る
。
 

 
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
体
系
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
研
修
を
行
い
、
後
継
者
の
早
期
育
成
及
び
優
秀
な
人

材
の
育
成
に
力
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 
県
は
職
員
の
自
己
研
修
に
頼
る
こ
と
な
く
、
組
織
と
し
て
も
人
材
育
成
の
た
め
の
体
系
的
な
研
修
制
度

の
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

 ③
 
税
務
の
人
事
政
策
に
つ
い
て
 

 
税
務
行
政
は
高
度
な
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
税
務
経
験
を
考
慮
し
た
人
事
異
動
が
必
要
で
あ

る
。
現
在
は
若
く
し
て
税
務
の
職
場
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
役
付
に
な
る
年
代
に
な
る
と
他
部
署
へ
異

動
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が
若
年
化
及
び
税
務
経
験
年
数
の
浅
い
者
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
将
来
的
に
は
税
務
職
と
し
て
採
用
し
、
税
務
の
プ
ロ
パ
ー
と
し
て
、
人
事
異
動
は
原
則
税
務
関
係
機
関

内
で
異
動
す
る
制
度
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
務
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
や
体

系
的
な
研
修
も
可
能
と
な
る
。
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 ６
．
地
方
税
の
延
滞
金
 

①
 
延
滞
金
の
管
理
状
況
 

 
延
滞
金
は
納
税
者
が
県
税
を
法
定
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
場
合
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
期
限
内
に
納
付
し
た
者
と
の
権
衡
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
併
せ
て
県
税
の
期
限
内
納
付
を
促
進
さ

せ
る
見
地
か
ら
、
納
付
遅
延
に
対
し
て
遅
延
利
息
に
相
当
す
る
金
額
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
滞
納
が
発
生
す
る
と
、
督
促
状
と
同
時
に
滞
納
整
理
票
が
出
力
さ
れ
、
そ
れ
を
地
区
担
当
者
毎
に
分
け

滞
納
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
本
税
の
納
付
に
よ
り
確
定
し
た
延
滞
金
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
よ
り
管
理
し
て

い
る
。
 

 ②
 
延
滞
金
の
徴
収
 

 
延
滞
金
は
税
外
収
入
で
あ
り
、
税
務
統
計
上
徴
収
率
に
も
関
係
が
な
く
、
ま
た
一
件
あ
た
り
の
金
額
が

小
さ
い
こ
と
も
あ
る
た
め
か
、
そ
の
滞
納
整
理
が
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
 

延
滞
金
は
納
付
を
高
め
る
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た

め
に
も
厳
正
な
る
対
応
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
延
滞
金
を
徴
収
す
る
た
め
の
更
な
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ

る
。
 

 ③
 
延
滞
金
の
開
示
 

 
滞
納
し
て
い
る
本
税
に
つ
い
て
は
、
税
目
別
に
収
入
未
済
額
及
び
不
納
欠
損
金
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
 

本
税
の
完
納
に
よ
り
そ
の
金
額
が
確
定
す
る
延
滞
金
は
、
納
入
額
を
調
定
額
と
す
る
事
後
調
定
の
た
め
、

徴
収
率
が
常
に
100％

で
、
こ
れ
ら
の
金
額
は
統
計
数
値
と
し
て
表
に
出
て
こ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
因
み
に
、
平
成
20
年
度
に
お
け
る
延
滞
金
の
徴
収
未
済
額
は
9,055

件
、
130,793,859

円
で
あ

る
。
 

 
本
税
で
あ
れ
延
滞
金
で
あ
れ
、
県
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

延
滞
金
に
つ
い
て
も
確
定
し
た
額
及
び
そ
れ
に
対
す
る
徴
収
状
況
並
び
に
期
末
の
収
入
未
済
額
等
を
、
税

務
統
計
に
お
い
て
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。
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 ７
．
そ
の
他
 

(１
) 調

定
収
入
状
況
調
の
整
合
性
 

①
 
収
入
未
済
額
と
翌
年
度
調
定
額
と
の
差
異
 

税
務
課
が
毎
年
作
成
し
て
い
る
「
青
森
県
税
務
統
計
」
に
よ
る
と
、
前
年
度
末
の
収
入
未
済
額
合
計
 
 

額
と
当
年
度
調
定
済
額
の
繰
越
額
と
の
金
額
に
差
異
が
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
前
年
度
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
繰
越
調
定
決
議
を
行
う
の
が
、
出
納
整
理
期
間
の
関
係
か

ら
6
月
1
日
（
繰
越
額
分
は
4
月
1
日
）
と
な
り
、
こ
の
間
に
「
課
税
の
取
消
」
等
が
行
わ
れ
る
場
合
が
 

あ
り
、
当
該
金
額
を
加
減
算
し
た
と
こ
ろ
で
翌
年
度
の
調
定
済
額
を
表
示
し
て
い
る
た
め
に
、
生
じ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
 

 ②
 
差
異
の
原
因
の
記
載
 

 
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
各
税
目
に
つ
い
て
、
差
異
の
発
生
し
た
主
な
理
由
が
 
 

判
明
し
た
が
、
青
森
県
税
務
統
計
に
お
い
て
は
、
前
年
度
の
収
入
未
済
額
が
何
故
そ
の
ま
ま
翌
年
度
に
繰

越
調
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
不
明
瞭
で
あ
る
。
 

 
不
一
致
の
原
因
を
脚
注
に
記
載
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の
調
定
収
入
状
況
に
つ
い
て
網
羅
的
な
情
報
を
提

供
す
る
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 (２
) 窓

口
業
務
に
つ
い
て
 

 
地
域
県
民
局
県
税
部
の
窓
口
業
務
は
、
主
と
し
て
自
動
車
税
、
軽
油
引
取
税
等
県
税
の
収
納
事
務
、
納

税
証
明
書
の
発
行
、
軽
油
免
税
証
の
交
付
等
で
あ
る
。
 

 
あ
る
県
税
部
で
は
、
所
内
徴
収
を
他
の
受
付
窓
口
と
区
別
し
な
い
で
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に
面
し
た
職
員
の

席
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
が
、
事
務
担
当
者
が
日
常
業
務
を
行
う
席
に
お
い
て
現
金
を
受
領
し
た
場
合
、

過
不
足
等
を
原
因
と
し
た
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
所
内
徴
収
は
そ
の
た
め
に
必
要
な

も
の
以
外
は
置
か
な
い
専
用
の
窓
口
又
は
席
で
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 (３
) 県

税
事
務
指
導
検
査
に
つ
い
て
 

青
森
県
県
税
事
務
提
要
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
税
務
課
職
員
が
地
域
県
民
局
県
税
部
に
対
し
て

実
施
す
る
事
務
指
導
検
査
で
あ
る
。
指
導
検
査
に
は
「
総
合
指
導
検
査
」「
一
般
指
導
検
査
」
及
び
「
特

別
指
導
検
査
」
が
あ
る
。
 

指
導
検
査
を
さ
ら
に
意
義
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
、
事
務
処
理
が
放
置
さ
れ
て
い
る
事
案
等
に
つ
い
て

の
処
理
促
進
の
た
め
に
個
別
具
体
的
な
指
導
も
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
 

例
え
ば
、
差
し
押
さ
え
物
件
で
塩
漬
け
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
は
、
計
画
書
と
実
績
の

報
告
を
求
め
る
な
ど
で
あ
る
。
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